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【研究論考】 
・判例評釈「融雪版の構造」事件　～大阪地判平成２０年１１月４日・平成１９年（ワ）第１１１３８号不正競争行為差止等請求事件～ 
　（弁護士　永野　周志） 
・行政と司法　～最高裁判所平成２０年４月２４日の判決に関連して～（弁護士　村林　驪一） 
・「中華人民共和国特許法（改正）」に関する分析（中国弁理士　李　茂家、中国弁護士　徐　潔玲） 
・「中華人民共和国特許法」新旧対照表（林達劉グループ　北京林達劉知識産権代理事務所　訳） 
・中国特許法の第三次改正法について（弁護士法人フラーレン　弁護士・弁理士　谷口　由紀） 
・知的財産政策の新展開（第２部）　～金融機関における知的資産評価の視点～ 
　（経済産業省知的財産政策室　課長補佐　山本　英一、係長　俣野　敏道） 
 
［連　載］ 
・新判決例研究（第１０１回）　特許権侵害訴訟を審理する裁判所は、キルビー判決後においても、特許が有効であることを 
　前提とした上で、権利濫用の抗弁となる無効理由の存在の明白性を判断するのであり、特許の有効無効それ自体を判断す 
　るものではないのであるから、キルビー判決の法理に基づく権利濫用の抗弁と無効審決の確定による権利消滅の抗弁とは 
　別個の法的主張と理解すべきものであり、原判決が再審原告の主張した権利濫用の抗弁について判断したからといって、 
　本件特許の有効性について判断したものとはいえず、また、原判決の確定により本件特許の有効無効問題が決着済みとな 
　ったということもできないとして、再審の審理において特許権消滅の抗弁を認めた事案（弁護士　平野　和宏） 
・新判決例研究（第１０２回）特許侵害事件における侵害の判決確定後の無効審決の確定と再審（弁護士　村林　隆一） 
・中国特許審決取消訴訟判例紹介（第２２回） 
　「５α-レダクターゼ阻害剤によるアンドロゲン脱毛症の治療方法」事件（（２００８）高行終字第３７８号） 
　（大野総合法律事務所  金杜律師事務所（KING & WOOD PRC LAWYERS）弁理士　加藤　真司） 
・米国特許判例紹介（第１９回）　ＫＳＲ最高裁判決後自明性の判断は変わったか？（４） 
　～阻害要因（Teach Away）があれば自明でない～（弁理士　河野　英仁） 
・欧州特許システム：出願ドラフトから特許権行使まで⑫　オランダ、その他の国における無効及び権利侵害 
　（Ｍ. ザルディ ＆ Co.／EURATTORNYES E.E.I.G.　欧州特許弁護士　マルコ・ザルディ、 
　ボッティー ＆ フェラーリ／EURATTORNYES E.E.I.G.　欧州特許弁護士　レナルド・フェレッチョ 
　（翻訳）新樹グローバル・アイピー特許業務法人　弁理士　堀川　かおり） 
・知的財産権歴史探訪（シリーズ１０）　○○の登録商標の探訪（その３）（特許庁審判長　小林　和男） 
・商標法の解説と裁判例（６）（創英国際特許法律事務所／前首都大学東京法科大学院教授　工藤　莞司） 
・コンセンサス標準（シリーズ７）　企業内における国際標準化活動のマネジメント 
　（日本電気株式会社標準化推進本部長　原崎　秀信） 
・知的財産法エキスパートへの道（第６回）商標権侵害訴訟における被告の主張（２） 
　（竹田綜合法律事務所　弁護士　木村　耕太郎） 
・知的財産法律相談Ｑ＆Ａ（第５回）　Ｑ５　国内消尽（大阪弁護士会知的財産委員会所属　弁護士　佐合　俊彦） 
 
［ワシントンＤＣ通信］ 
・ワシントンの冬（米国パテントエージェント（リミテッドレコグニション）菅原　淑子） 
 
［知財あら・カルト］ 
・知財紛争の終了時期　─どこまで続く？─（弁護士　田倉　整） 
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11．金融機関に対する知的資産経営情報開示の視点
　今回の中小企業知的資産経営研究会で行った調査研究の内容をご紹介したところであるが、ま
とめると中小企業が開示対象を対金融機関とした場合には、以下の図表18のような観点をカバー
することが重要である。また、金融機関の特性に応じて、追加的に、転出比率やリスクマネージ
メント指標などを開示することも有効である。この点は、非財務情報の活用を検討している金融
機関においては参考にすべき点であろう。
　第１部でご紹介した知的資産指標との関連を見てみると、特に経営者の健康状態、後継者の有
無であれば、知的資産指標の①経営スタンス／リーダーシップの指標を合わせて開示することが
効果的であろうし、得意先との関係等であれば、川上・川下など対外的な関係者に対する交渉
力、関係性の強さを表す③対外交渉力／リレーションシップの指標を、法的リスクへの対応であ
れば、⑥リスク管理／ガバナンスの指標を開示することが効果的であろう。また指標を設けるこ
とで会社内のガバナンス効果も期待できる。

図表18　金融機関に対する知的資産経営情報開示の視点

Ⅳ．金融機関の声と投資との差異 

　本調査結果に対する金融機関側の具体的な声としては、昨年11月に開催された中小企業のため
の知的資産経営フォーラム2008において、以下のような見解が示されている。

●地方銀行
「当行は94％が中小企業融資を占める。決算書などの財務情報を手がかりにわれわれが把握
したいのは企業活動の実態であり、そこに非財務情報が必要になる。財務情報のデータベー
スは各金融機関で相当整備されたが、非財務情報はさまざま。今後の金融機関の優劣をつけ
るカギになる可能性もあり、非財務情報を重視している」。
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知的財産政策の新展開（第２部）
～金融機関における知的資産評価の視点～

●投資機関
「投資における審査ポイントは技術と事業と投資だが、ベンチャー企業投資では技術の中で
も知的財産は重視している。革新性、戦略としてどう保護しているか、公的助成の採用実績
などは大事。保有人材の経歴が事業の方向性と齟齬がないかもみる。企業はどこへ事業を進
めるのか、そのシナリオを企業内の数字や保有するノウハウなどを絡め、うまく説明できる
かをみている」と話した。
●政策金融機関
「リレーションシップバンキングを目指し、企業と金融機関が安定的な取引関係を維持する
には、やはり企業からの情報開示が欠かせない。知的資産経営報告書をぜひ提供してほし
い。また金融機関の支店長や職員は異動が多い。担当が替わっても知的資産経営報告書があ
れば企業と金融機関間のよきコミュニケーションツールとなる。そして金融機関は経営者を
一番注意してみているものだ。ぜひ知的資産経営報告書は、経営者自ら金融機関に説明して
ほしい」

　また、Ⅲ．でご紹介した調査研究は主に金融機関の融資意思決定に着目した調査であるが、投
資における評価の視点も簡単にご紹介したい。もっとも、投資ファンド等の意思決定手法は、定
量比較が可能なコスト構造のみに着目しているものや、成長余力の確認として知的資産に着目し
ているものなど個々のファンドの性格や方針等によって多種多様である。
　第１部においてご紹介した経済産業省で実施したアンケート調査では、投資家も評価時間軸で
違いがあるものの、知的資産経営において重要視すべき７つの視点（①経営スタンス／リーダー
シップ、②選択と集中、③対外交渉力・リレーションシップ、④知識の創造／イノベーション／
スピード、⑤チームワーク／組織知、⑥リスク管理／ガバナンス、⑦社会との共生）を企業評価
において重視していることが明らかとなっている。
　また、具体的な項目として、例えば図表19のようにまとめている例もあり、融資・投資と意思
決定に用いるその依拠度は異なるであろうが、同じような観点に着目していることが確認でき
る。投資における知的資産情報の有効性については、今後、より精緻な調査研究が求められよ
う。
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Ⅴ．中小企業のための知的資産経営マニュアル

　Ⅳ．までに金融機関において知的資産に関する情報を融資の意思決定（利率、額、期間）など
に影響を与えているという実態をご紹介した。
　金融機関自身の経営効率性の観点からは、“情報取得”という不可逆的な投資をなるべく行わ

図表19　投資における評価の視点例（東京中小企業投資育成株式会社）

（出典）国際特許流通セミナー 2008東京中小企業投資育成（株）桜井政考氏講演資料
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知的財産政策の新展開（第２部）
～金融機関における知的資産評価の視点～

ないことが求められるだろうから金融機関のみの努力を促すのではなく、企業側からも自社の強
みを整理し開示する努力が重要であると考える。
　企業にとってみれば、自社の強みを誰に対して何を開示すべきかがポイントとなるが、金融機
関からの支援をうけたいというニーズに対しては、上述の視点が参考となろう。
　第１部で申し上げたように知的資産経営の情報開示は、ステークホルダーからの支援を促すと
いう側面以外にその根源的な意味として経営力の向上がある。中小企業こそ、自社の強みに特化
した差別化による競争優位の確立が望まれるところであり、知的資産経営の実践が重要である。
知的資産経営を実践したいという中小企業のためのマニュアルとして独立行政法人中小企業基盤
整備機構から平成19年に「知的資産経営マニュアル」が策定・公表されている。
　同マニュアルは、知識編、実践編等から構成され、知識編では、中小企業における「知的資産」
及び「知的資産経営」について、その意義や効果を解説しており、既に知的資産を効果的に活用
している17社の事例も紹介している。実践編では、知的資産経営の４つのステップ15を解説して
おり、中小企業経営者がこの流れに沿って実際に考え、ワークブックに記入していくことで「知
的資産経営報告書」を作成できる構成となっている。
　また、本マニュアルでは、図表20のような標準的な知的資産経営報告書の全体構成図も示して
おり、各ステップの記入作業が報告書全体のどこの部分に該当するかを確認しながら作成するこ
とができる。詳細は、是非とも本マニュアルを参照していただきたい。

図表20　知的資産経営報告書の標準的な構成
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Ⅵ．終わりに～目的に応じた知的資産経営情報開示の慫慂

　Ⅳ.でご紹介した調査結果から明らかのように知的資産経営情報開示は具体的に金融機関の意
志決定に影響することが確認された。また対従業員、地域住民、資本市場と異なり、金融機関に
対して融資目的で情報開示を行う場合には、図表18にまとめている視点を重点的に開示すること
が重要であると考えられる。
　もちろん企業の将来性が確認しづらい項目のみの開示は効果が薄いということに留意が必要で
ある。どのような知的資産を保有し、どのように活用するから、差別的な事業展開が可能である
か、この点は第１部において強調したように、一番重要なポイントである。
　開示対象に応じて、どの知的資産情報を厚めに開示をするかを検討するとともに、知的資産経
営開示ガイドラインで提案しているような開示フレームワークに立脚した開示が重要である。ま
た、技術資産に特化している研究開発型企業の場合であれば、知的財産開示指針の内容も参考に
なろう。
　知的資産経営報告を作成するにあたっては、多くの企業が支援者の助けを得て、作成をしてい
る。例えば技術に強みのある企業であれば、技術士等の活用が考えられ、関係資産に強みがある
企業であれば、外部コンサルタントの活用など幅広い知識の利用も効果的であると考える。第１
部、第２部においては、主に知的財産の観点から議論展開を行ってきた。既にお気づきの読者も
多いと思われるが、問題は知的財産単体にあるのではなく、企業の保有する無形な経営資源との
協働であり、これは多くの政策において共通の課題である。本年度は経済産業省中小企業庁が実
施する“地域力連携拠点事業”において、昨年５月末に全国316個所で地域拠点が設置し中小企
業の経営力向上として知的資産経営も推進している。
　第３部においては、知的財産政策以外の、中小企業施策や地域金融（リレバン）、研究開発補
助金、各地方政府の取り組み、民間企業・民間団体等のより実践的な知的資産経営支援策につい
て、ご紹介したい。

15　①自社の強みを認識する（知的資産の棚卸）　②自社の強みがどのように収益に繋がるかをまとめ
る（ストーリー化）　③経営方針を明確にし、管理指標を特定する（見える化の技術）　④報告書とし
てまとめる（見せる化の技術）


